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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社では、上場会社の企業活動の目的は、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築し、経営の効率性・競争力の発展を重視した上
で、長期持続的な成長を通じ、株主にとっての企業価値の最大化を図ることと認識しております。経営を動機付けし、監視する仕組みは、競争力
および企業価値を長期安定的に高めていくための基本的な要素の一つであり、企業活動を律する枠組みとしてコーポレート・ガバナンスの強化・
充実を経営の重要課題と位置付けております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４】 株主総会招集通知

当社は、インターネットによる議決権電子行使を採用しています。また、招集通知の英訳につきましては、今後の海外株主比率を勘案しながら実
施の検討を進めます。

【原則３－１】 情報開示の充実

（３）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

取締役（社外取締役を除く）の報酬は、基本報酬と各事業年度の業績に連動する賞与および中期的業績に連動する株式報酬により構成しており
ます。なお、業務執行から独立した立場である社外取締役には業績連動報酬は相応しくないため、基本報酬のみで構成しております。

取締役等の報酬の決定については、透明性と客観性の高い体制整備の検討を進めます。

（４）取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

取締役、監査役の候補者の指名については、透明性と客観性の高い体制整備の検討を進めます。

また、監査役候補については監査役会の同意のうえ候補者の決定を行います。

【補充原則４－１－２】 中期経営計画に関するコミットメント

中期経営計画は、直前の計画目標の達成状況について十分に分析をし、今後の経営環境への洞察等を踏まえた上で策定し、取締役会で決議し
ます。中期経営計画の公表時期および方法等については今後検討してまいります。

【補充原則４－10－１】 任意の諮問委員会の設置

当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりません。今後、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり、独立社外取
締役の適切な関与・助言を得る体制を整えてまいります。

【補充原則４－11－３】 取締役会全体の実効性の分析・評価、結果の概要の開示

取締役会全体の実効性の分析・評価については、その実効性の維持・向上を図ることを目指して、体制整備の検討を進め、実施の際には結果の
概要を開示することとします。

【補充原則５－２】 経営戦略や経営計画の策定・公表

現状、中期経営計画は公表しておりませんが、公表時期および方法等については今後検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】　政策保有株式に関する方針

当社は、いわゆる政策保有株式は保有しておりません。また、純投資目的以外の目的で保有する株式の保有は、提携関係の構築や情報収集の
目的等により行っており、１社当たりの出資金額についても当社の手元資金の状況や総資産規模に照らし、合理的な規模に限定しております。

【原則１－７】　関連当事者間の取引に関する手続

当社は、当社役員との間で法令に定める競業取引および利益相反取引を行う場合には、株主価値を毀損しないことを確認した上で、取締役会で
の承認を得ることとしております。

また、関連当事者取引の有無について、当社役員および子会社代表取締役に対し、年度末に調査を実施し適切に監視しております。

【原則３－１】　情報開示の充実

（１）経営理念等や経営戦略、経営計画

・　経営理念

当社グループは、持続的な成長と企業価値の継続的な向上の実現を目的としてグループ全体でビジネスを実践し、株主を始めとした様々なス
テークホルダーからの信頼に応え、経済および社会の発展に貢献していきます。

・　ブランドスローガン

当社グループは、ブランドスローガンを「Empowering the digital future　デジタルの未来に、もっと力を。」と定め、当社グループ一丸となってデジタ

ル領域における事業活動を進め、社会に貢献していきます。

・　経営戦略

当社の経営戦略については、四半期ごとに開催している決算説明会にて説明を行い、決算説明会資料を当社ホームページにて開示します。

・　経営計画



当社グループでは、３～５年を期間とする中期経営計画を策定・推進することとしております。

中期経営計画は、直前の計画目標の達成状況について十分に分析をし、今後の経営環境への洞察等を踏まえた上で策定し、取締役会で決議し
ます。

（２） コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方・基本方針

本報告書１－１「基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。

（３） 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

本報告書１－１【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載しておりますので、ご参照ください。

（４） 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

本報告書１－１【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載しておりますので、ご参照ください。

（５） 取締役候補・監査役候補の個々の選任・指名についての説明

取締役、監査役の候補者の指名にあたっては、株主総会招集通知において、個々の略歴、指名理由を記載し説明します。

【補充原則４－１－１】　経営陣に対する委任の範囲の概要

取締役会に付議される事項は、法令、定款、「取締役会規程」および「職務権限規程」の定めにより、自己株式の取得、配当の実施、経営戦略、経
営計画、組織、制度、業績等、経営に係る当社の重要事項としております。

【原則４－８】　独立社外取締役の有効な活用

取締役会は、定款の定めに従い、取締役の員数を15名以内としております。また、独立した客観的な立場から監督を行う独立社外取締役を２名以
上選任することとしております。

【原則４－９】　独立社外取締役の独立性判断基準および資質

当社は、会社法上の要件および東京証券取引所が制定する独立性判断基準を参考に、独立社外取締役および独立社外監査役の候補者を指名
することといたします。

【補充原則４－11－１】　取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模に関する考え方

取締役会は、定款の定めに従い、取締役の員数を15名以内としております。また、独立した客観的な立場から監督を行う独立社外取締役を２名以
上選任することとしております。

また、当社グループの事業等に精通した社内取締役と豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役を複数名選任し、取締役会を構成すること
で、当社グループの企業価値向上のための助言および経営に対する監督強化を図り、取締役会の実効性を確保しております。

【補充原則４－11－２】　取締役・社外取締役の兼任状況

取締役および監査役は、当社においてその責務を適切に果たすために、他の会社の役員兼任は合理的な範囲にとどめております。取締役および
監査役の他社での兼任状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書等において毎年開示します。

【補充原則４－11－３】　取締役会全体の実効性についての分析・評価、結果の概要の開示

本報告書１－１【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】」に記載しておりますので、ご参照ください。

【補充原則４－14－２】　取締役・監査役に対するトレーニング方針

取締役および監査役に対しては、就任時および就任以降も継続的に、経営を監督する上で必要となる事業活動に関する情報や知識の取得を目
的として、 外部セミナー、外部団体への加入・参加および人的ネットワークの構築を推奨するとともに、その費用については当社にて負担していま

す。

【原則５－１】　株主との建設的な対話に関する方針

当社は、議決権を有する株主により構成される最高意思決定機関である株主総会を株主との建設的な対話を行うための重要な場と認識し、以下
の基本的な方針に従い、株主が適正に権利行使を行うことができる環境を整備します。

（１） 株主との対話を代表する取締役

管理担当役員が当社グループを一元的に代表し、情報開示事項の社内管理、情報の更新および訂正の必要性を判断し、適時開示を担当すると
ともに、非開示情報の取扱いについて社長へ適宜相談・提言を行います。

（２） IR担当部署の設置

株主を含む投資家との対応の窓口として社長室を設置し、社長が統括をしております。

また、株主を含む投資家からの対話（面談）の要望がある場合には、面談の主な関心事項等も踏まえたうえで、必要に応じ、社長、取締役（社外取
締役を含む）およびIR責任者が面談に臨みます。

（３） 個別面談以外の対話の手段

機関投資家に対しては、中長期の経営ビジョン、決算、個別事業等の説明会を実施します。

また、説明会に出席できない機関投資家や個人投資家に対しては、説明会の説明資料等を当社ホームページに公表します。

（４） 株主の意見等の経営へのフィードバック

社長室は、対話において把握された株主を含む投資家の意見や質問等を定期的に社長、管理担当役員並びに関連する取締役等に報告し、示唆
に富む指摘を経営に反映することにより中長期的な企業価値向上に生かします。また、企業グループ内の情報共有、IR方針の決定並びにそれに
係る重要事項を協議し、株主を含む投資家の意見や質問等を報告し情報の共有を図ります。

（５） インサイダー情報の管理

インサイダー情報の管理については、「内部者取引管理規程」および「ディスクロージャー運用ルール」に基づき、フェアディスクロージャーを徹底
し、適切に対応します。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 25,074,750 42.90

株式会社博報堂 4,500,000 7.69



日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,618,900 6.19

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,097,700 3.58

高山　雅行 1,536,200 2.62

株式会社東急エージェンシー 1,000,000 1.71

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG （FE-AC） 903,014 1.54

MSIP CLIENT SECURITIES 735,734 1.25

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 733,400 1.25

OBERWEIS INTERNATIONAL OPPORTUNITIES INSTITUTIONAL FUND 621,800 1.06

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 株式会社博報堂DYホールディングス　（上場：東京）　（コード）　2433

補足説明

大株主の状況は、2018年３月31日現在の状況であります。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第二部

決算期 3 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社の連結子会社において、親会社である株式会社博報堂ＤＹホールディングス（議決権の所有割合50.6％）、ならびにその関係会社と広告枠の
売買等の取引を行っておりますが、これらの取引条件は、独立当事者間取引を前提に、市場価値等を勘案して一般取引条件と同様に決定してお
ります。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社は親会社を有しておりますが、当社の経営判断はすべて当社の意思決定手続きに基づいて行っており、親会社等の承認を要する事項など、
事業上の制約はありません。

また当社の子会社のうち、ユナイテッド株式会社は上場しています。当社は、各社と緊密な連携を保ちつつ、事業活動については独立性を尊重し
ております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 15 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

西村　行功 他の会社の出身者

横山　淳 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

西村　行功 ○ ―――

企業コンサルティングにおける長年の経験と
マーケティング戦略及び経営戦略領域の幅広
い見識を有しており、社外取締役として適切な
人材であると判断しております。

東京証券取引所が定める独立性基準に抵触し
ておらず、一般株主との利益相反が生ずるお
それがないことから、独立役員として適任であ
ると判断し、指定いたしました。



横山　淳 ○ ―――

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し
ており、社外取締役として適切な人材であると
判断しております。

東京証券取引所が定める独立性基準に抵触し
ておらず、一般株主との利益相反が生ずるお
それがないことから、独立役員として適任であ
ると判断し、指定いたしました。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

１. 会計監査人との連携状況

四半期毎に相互の連絡会を実施し、監査方針・計画および監査実施状況の共有化を図るとともに、年度決算時には会計監査人より監査結果の報
告を受けております。

２. 内部監査部門との連携状況

内部監査室は、監査報告書を代表取締役と監査役会に提出しております。必要に応じ監査役会に出席し、内部監査と監査役監査との連携を図っ
ております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

森嶋　士郎 他の会社の出身者

水上　洋 弁護士

大塚　彰 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)



氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

森嶋　士郎 　 ―――

広告ビジネスの実務から経営管理にわたる幅
広い経験・知見、ITに関する見識を有しており、
社外監査役として適切な人材であると判断して
おります。

水上　洋 ○ ―――

企業法務分野に精通した弁護士として豊富な
知識と経験を有しており、社外監査役として適
切な人材であると判断しております。

東京証券取引所が定める独立性基準に抵触し
ておらず、一般株主との利益相反が生ずるお
それがないことから、独立役員として適任であ
ると判断し、指定いたしました。

大塚　彰 ○ ―――

財務および会計に関する相当程度の知見と企
業経営者として相当な経験と知識を有してお
り、社外監査役として適切な人材であると判断
しております。

東京証券取引所が定める独立性基準に抵触し
ておらず、一般株主との利益相反が生ずるお
それがないことから、独立役員として適任であ
ると判断し、指定いたしました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

連結業績および株価への貢献意識を高めるために、ストックオプション制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

連結業績に対する直接的貢献が大きいと考えられるため、社内取締役と従業員を付与対象者としております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

事業報告書に、取締役の報酬等の総額をそれぞれ開示しております。

2017年４月１日から2018年３月31日までの事業年度における取締役の報酬等は以下の通りであります。

・取締役に支払った報酬等・・・取締役 ９名 148百万円

（注）１.当社は使用人兼務取締役がおりませんので、取締役には使用人分給与は支給しておりません。

　　　２.取締役に対する報酬等の額には、賞与およびストックオプションによる報酬額を含めております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容



取締役（社外取締役を除く）の報酬は、基本報酬と各事業年度の業績に連動する賞与および中期的業績に連動する株式報酬により構成しており
ます。

なお、業務執行から独立した立場である社外取締役には業績連動報酬は相応しくないため、基本報酬のみで構成しております。

監査役の報酬は、固定報酬のみで構成し、監査役の協議により決定しております。

取締役等の報酬の決定については、透明性と客観性の高い体制整備の検討を進めております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会事務局、監査役会事務局を設置しサポートする体制を整えております。

取締役会および監査役会の議案・資料は、事前に全ての取締役および監査役に送付し、必要に応じて事前説明を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は「取締役会」「監査役会」「監査役」等の会社法で定められている機関に加え、業務執行上の機動的な意思決定を図る「グループ経営会議」
を設置しております。

１.取締役会

取締役会は社外取締役２名（独立役員として指定）を含む15名で構成され、毎月１回の定例取締役会および必要に応じ臨時取締役会を開催して
おります。取締役会では、グループ経営会議での議論を踏まえ、経営環境の分析、将来予測、グループ経営方針等について十分な議論をしたうえ
で、経営の意思決定および取締役相互の監督を行っております。

２.監査役、監査役会

監査役会は社外監査役３名（うち２名を独立役員として指定）を含む５名で構成され、定期的に監査役会を開催しております。

監査役は取締役会へ出席し、さらに常勤監査役は重要な会議体へ出席し、監査の実効性を高めております。また監査役・会計監査人・内部監査
室の三者の監査の実効性と効率性の向上を図るため、四半期毎に相互の連絡会を実施し、監査方針・計画および監査実施状況の共有化を図る
とともに、年度決算時には会計監査人より監査結果の報告を受けております。

３.グループ経営会議

グループ経営会議は代表取締役、常勤取締役を中心とした業務執行の責任者で構成され、定期的に開催しております。

グループ経営会議では、予算・中期計画・組織・グループ経営方針等の経営上の重要事項について取締役会に先立ち審議を行い、業務執行の現
場から報告される重要事項について十分な議論を行っております。

４.内部監査室

内部監査室は４名で構成され、事業部門から独立しております。

事業部門の業務に対して法令等の遵守や業務の効率性などの観点から、定期的に内部監査を実施し、監査報告書を代表取締役と監査役会に報
告しております。必要に応じ監査役会に出席し、監査役監査との連携を図っております。

５.会計監査人

当社では会計監査人として、あずさ有限責任監査法人を選任し、金融商品取引法および会社法における法定監査を委嘱しております。2018年３
月期における監査人の状況は以下の通りであります。

・業務を執行した公認会計士の氏名　：　田中　輝彦、大瀧　克仁

・監査業務に係る補助者の構成　：　公認会計士６名、その他７名

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社では、取締役会において取締役が相互に監督し、監査役が取締役の業務執行を適法性と妥当性の観点から監査するコーポレート・ガバナン
ス体制を構築しております。さらに、社外取締役を選任することで経営に多様な視点を取り入れた監視機能を強化し、業界、企業法務、財務・会計
等の知見を有する社外監査役を選任することでより独立した立場からの実効性ある監査体制を確保しております。

また、監査役、会計監査人、内部監査室が連携することにより、それぞれの監査の有効性および効率性の向上を図っております。

当社は、上記の体制がコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するために最適であると判断しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主が総会議案を十分検討する時間を確保するため、招集通知の早期発送に努めてお
ります。

集中日を回避した株主総会の設定 2018年３月期においては、６月26日と第一集中日より２日早めて実施しております。

電磁的方法による議決権の行使
投資家の方々の利便性を向上させるべく、電磁的方法による議決権行使を導入しており
ます。

その他 招集通知、決議通知および議決権行使結果を当社ホームページに掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ディスクロージャーポリシーを作成・公表しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 年１回を目処に、個人投資家向け説明会を実施しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期決算毎にアナリスト説明会を開催し、代表取締役社長が説明しておりま
す。

あり

IR資料のホームページ掲載
決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書または四半期報
告書、決算説明会資料および動画、株主総会の招集通知等を掲載しておりま
す。

IRに関する部署（担当者）の設置 グループ経営企画ユニット 社長室が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

株主、投資家、顧客などすべてのステークホルダーの視点に立った経営施策を実施するこ
とにより、企業価値の向上を図ることを「グループ行動指針」および「グループ遵守事項」に
おいて定めております。

また、「ディスクロージャー・ポリシー」および「ディスクロージャー運用ルール」において、情
報開示は適時適切な方法により、正確かつ公平に行う旨を定めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
様々なステークホルダーの期待に応え、グローバル・スタンダードに即したCSR経営の実践
を図るため、担当部署を定め、CSR活動を推進しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

フェア・ディスクロージャー・ルールに則り、「グループ行動指針」、「グループ遵守事項」、
「ディスクロージャー・ポリシー」および「ディスクロージャー運用ルール」において、情報開
示に係る基本方針を定めております。



その他

＜女性管理職の登用状況や登用促進に向けた取組みについて＞

当社では、女性従業員がいきいきと働き、かつ様々なフィールドで継続的に活躍できる職
場環境づくりやワーク・ライフ・バランス実現に向けた支援策を積極的に推進しております。

当社では2018年３月31日現在、２名の女性管理職を登用しており（女性管理職比率
11.1%）、さらなる女性管理職登用のため環境整備を策定中です。

＜参考：当社における取締役および従業員の男女の構成（2018年３月31日現在）＞

　取締役：男性11名（うち社外取締役２名）、女性０名（0.0％）

　管理職：男性16名、女性２名（11.1％）

　非管理職：男性40名、女性31名（43.7％）

※括弧内の割合は女性比率



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１. 当社およびその子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(１)当社は、当社および当社の子会社（以下「当社グループ」という）の取締役および使用人の職務の執行が法令、定款、社内規程に適合するよう
「グループ行動指針」および「グループ遵守事項」を定める。

(２)当社は、当社グループ自らが主体的に不正行為の早期発見と是正を図るため、社内（「コンプライアンス・ハラスメントホットライン規程」に定め
る通報窓口）および社外（顧問弁護士）に情報提供ができる「コンプライアンス・ハラスメントホットライン」を設置する。

(３)当社は、内部監査部門を設置し、当社グループにおける法令等の遵守状況を監査し、その結果を取締役会および監査役会へ報告する。

(４)当社は、金融商品取引法の定めにもとづき、財務報告の信頼性を確保するための内部統制に係る報告体制を整備し、有効かつ効率的な運用
および評価を実施する。

(５)当社グループは、企業の社会的責任の観点から外部専門機関とも連携し、反社会的勢力・団体に対しては毅然と対応するとともに、一切の関
係を持たない。

(６)当社の子会社においても、その規模および特性等を踏まえ、当社の規程その他の体制に準じた規程等を制定し、取締役および使用人の職務
の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を整備する。

２. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する体制

(１)当社は、取締役の職務の執行に係る情報に関して、法令ならびに「文書管理規程」等の社内規程にもとづき保存および管理体制を構築する。
取締役および監査役は、随時、これらの情報を閲覧できる。

(２)当社は、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理体制の強化を図るべく、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証を取
得するとともに、「ISO/IEC27001」の認証基準における要求事項に適合した体制を確立し、これを整備・改善する。

３. 当社およびその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(１)当社は、「リスクマネジメント規程」にもとづき「リスクマネジメント委員会」を設置するとともに、当社グループのリスク管理を担当する取締役を置
き、当社グループの損失の危険を管理する体制を構築する。

(２)当社は、経営上ならびに事業上の重要なリスクに対応するため、「リスクマネジメント委員会」の分科会として「情報セキュリティ分科会」および
「事業継続分科会」を設置する。

(３)当社の子会社においても、その規模および特性等を踏まえ、当社の規程その他の体制に準じた規程等を制定し、損失の危険等の管理に係る
体制を整備する。

４. 当社およびその子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(１)当社は、「取締役会規程」にもとづき原則月１回取締役会を開催し、法令または定款で定められた事項および経営上の重要事項を決定するとと
もに、当社グループの業務執行に関する報告を受け、取締役の職務執行の監督を行う。

(２)当社は、取締役会で決定した方針にもとづき、効果的な職務執行が行われるよう、業務執行取締役を中心に構成する「グループ経営会議」を
原則月２回開催し、当社グループの業務執行状況や事業環境の分析・将来予測、投資判断等に関する十分な議論を行う。

(３)当社は、「組織規程」、「職務権限規程」および「業務分掌規程」を制定し、組織、指揮命令関係、業務分掌等を明確化し、取締役の効率的な職
務執行を図る。

(４)当社の子会社においても、その規模および特性等を踏まえ、当社の規程その他の体制に準じた規程等を制定し、取締役の職務の執行が効率
的に行われることを確保するための体制を整備する。

５. 当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(１)当社は、当社グループ各社に対して取締役または監査役を派遣し、その一部を兼任させる等により、当社グループの取締役等の職務執行を監
督または監査するとともに、当社グループの取締役等から当社に対する報告体制を設ける。

(２)当社は、事業会社に対し、一定の経営上の重要事項の意思決定については、「事業会社管理規程」にもとづき、当社における取締役会決議ま
たは当社「グループ経営会議」における事前審議を求める。

(３)当社は、当社の内部監査部門による当社グループへの監査を行う。

(４)当社は、当社の親会社およびその子会社、関連会社との取引を行う場合には、独立当事者間取引を前提に、公正な市場価値にもとづき、適正
かつ適法にこれを行う。

６. 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

当社は、「監査役補助体制規程」にもとづき、監査役会事務局を設置するとともに、監査役会事務局には、監査役の業務を補助すべき使用人を必
要と認められる人数配置し、監査役の業務を補助する。

７. 当社の監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、「監査役補助体制規程」にもとづき、監査業務の補助を行う使用人に対して、監査役の指揮命令の下でその業務を補助させるものとし、そ
の人事異動、人事評価および懲戒処分は、監査役の事前の同意を得たうえで行う。

８. 当社およびその子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(１)当社グループにおける取締役および使用人は、「監査役報告体制規程」にもとづき、当社の監査役に対して、法定の報告のみならず、当社グ
ループの業績等、当社グループの業務状況について、定期的または当社の監査役からの要請に応じて報告を行う。

(２)当社グループにおける取締役および使用人は、当社グループにおいて、法令・定款・重大な社内規程に対する違反や、著しい損害を与える事
実またはそのおそれがある事実を知った場合は、当社の監査役に報告する。

(３)当社は、取締役会および重要な会議体へ監査役の出席を求め、監査役がこれらの会議体において、随意、報告を求めることができる体制を確
保する。

(４)当社は、内部監査部門が実施した監査結果を定期的に当社の監査役に報告する。

(５)当社は、「コンプライアンス・ハラスメントホットライン」を通じて、当社グループにおける取締役および使用人が当社の監査役に直接通報できる
体制を整備する。

９. 当社の監査役に報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、当社の監査役に対して報告を行った当社グループの取締役および使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行
うことを禁止する規程等を定め、適正に対応する。



１０. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処

理に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行につき当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職
務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。

１１. その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(１)監査役は、取締役会等の重要な会議体に出席し、必要がある場合には意見を述べ、報告を受けるとともに、稟議書等の業務執行に係る重要
文書を閲覧し、取締役および使用人に説明を求めることができる。

(２)監査役は、代表取締役、会計監査人、内部監査部門、各事業部門、当社グループの取締役および監査役等との情報交換に努め、連携を保ち
ながら監査の実効性を確保する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

企業が反社会的勢力に利用された場合の悪影響は甚大であるため、反社会的勢力を利するような行動をしないことは、企業の当然の義務である
と当社では認識しております。

取締役会で決議した「内部統制システム構築の基本方針」に基づき制定した「グループ行動指針」では、この考えを明文化し、「社会的規範への適
合」の項において、「反社会勢力とは一切関係を持たず、断固としてその要求には応じません。また、反社会的勢力からの要求に対峙する役員お
よび社員を孤立させることなく、常に会社の問題として対応します。」と宣言しております。また、取引先である広告代理店や媒体社と新たに締結す
る広告取引基本契約には、相互に反社会的勢力と取引がないことを確認するとともに、万が一そのような取引があることが判明した場合には、契
約を解除できる旨の条項を入れております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要

当社グループでは、次のような会社情報の適時開示体制を整備しております。

（基本方針）

「ディスクロージャー・ポリシー」において、基本方針として以下を定め、適時開示を適切に実施するための姿勢を明確にしております。

当社は、あらゆるステークホルダーから正当な評価と信頼を得るため、また会社経営の透明性を確保するために、迅速性・正確性・公平性を基本
姿勢とし、情報提供を行っています。東京証券取引所の定める適時開示規則に沿った情報提供を行うと共に、適時開示規則に該当しない情報に
ついても、当社を理解していただくために有効と思われるものは、積極的かつ公平に開示するよう努めております。

公平性並びに対話を通じてグローバル水準の企業価値向上に資するため、合理的な範囲において英語での情報開示を行っております。

（開示体制）

経営陣の指示監督のもと、グループ経営企画ユニット 社長室（以下、「社長室」という。）を適時開示情報提出に関する責任窓口としております。

決算情報等については「ディスクロージャー運用ルール」を定め、社長室がグループ経営管理ユニット 経理財務部と連携して、必要な情報の収

集・確認や開示のタイミングの調整を行っております。また、重要事実および発生事実等については、社長室が各関連部署および連結子会社等と
連携して、認知された事実・情報が適時開示事項に該当するか否か等の判断を行い、適切な開示内容・方法・時間等を選択し、開示を決定してお
ります。

情報の取り扱いについて「グループ行動指針」、「グループ遵守事項」に定め、社員全員が常に参照するよう指導しており、またインサイダー取引
規制についての研修を行うなどの教育に努めております。適時開示を要する事象およびその可能性がある事象が発生した場合は、事前に社長室
へ報告・相談することを、各部署責任者に周知しております。

なお、開示前の情報の取り扱いについては、情報へのアクセス制限をかけるなど適切に行っております。




